
筑紫野市筑紫野市筑紫野市筑紫野市のののの地域地域地域地域コミュニティづくりのコミュニティづくりのコミュニティづくりのコミュニティづくりの経過経過経過経過    

 

 筑紫野市では、昭和 50 年代から、小学校区を基本とする地域コミュニティづくり

に取り組んでいます。 

①①①①    市の方針の決定（昭和市の方針の決定（昭和市の方針の決定（昭和市の方針の決定（昭和 50505050 年代）年代）年代）年代）    

昭和 51 年、筑紫野市（第一次）総合計画において、小学校区を基本とするコミ

ュニティづくりを進める方針を決定。 

（事例）各小学校区に体育振興会を設置。各校にて市民体育祭を開催。    

                「「「「拠点拠点拠点拠点施設施設施設施設がなければがなければがなければがなければ、、、、取取取取りりりり組組組組みがみがみがみが進進進進まないまないまないまない！」！」！」！」    

                「「「「地域地域地域地域でででで活動活動活動活動するするするする団体団体団体団体がががが少少少少なななないいいい！」！」！」！」    

②②②②    拠点施設の拠点施設の拠点施設の拠点施設の整備（平成整備（平成整備（平成整備（平成 6666 年から平成年から平成年から平成年から平成 15151515 年）年）年）年）    

山家、山口、御笠、二日市、筑紫南にコミュニティセンターを建設。 

（事例）各施設において、自主学習団体、各種活動団体等を育成。文化祭を開催。    

 

                「「「「市市市市のののの方針方針方針方針がはっきりしがはっきりしがはっきりしがはっきりしないないないない！」！」！」！」 

③③③③    市の方針の決定（平成市の方針の決定（平成市の方針の決定（平成市の方針の決定（平成 18181818 年から平成年から平成年から平成年から平成 21212121 年）年）年）年）    

平成 21 年 3 月、筑紫野市地域コミュニティ基本構想を策定。 

・当面、筑紫野市を７つの地域に区分し、地域コミュニティづくりを進める。 

 ・各地域に、中核となる自治組織（コミュニティ運営協議会）を設立する。    

 

                （（（（市職員市職員市職員市職員 9999 人人人人、、、、区長区長区長区長 10101010 人人人人によるによるによるによる協議会協議会協議会協議会をををを設置設置設置設置））））    

④④④④    区長会との協議（平成区長会との協議（平成区長会との協議（平成区長会との協議（平成 20202020 年度から）年度から）年度から）年度から）    

・平成 20 年度 筑紫野市地域コミュニティ基本構想について協議。 

・平成 21 年度以降 今後の地域コミュニティづくりについて逐次協議。    

 

                「「「「筑紫野市筑紫野市筑紫野市筑紫野市におけるモデルにおけるモデルにおけるモデルにおけるモデル事例事例事例事例がががが必要必要必要必要！」！」！」！」 

⑤⑤⑤⑤    モデル事業の実施（平成モデル事業の実施（平成モデル事業の実施（平成モデル事業の実施（平成 22222222 年度から）年度から）年度から）年度から）    

  平成 22 年度から、山家及び御笠地域においてモデル事業を実施。 

 ・平成 23 年 6 月、山家コミュニティ運営協議会設立。 

 ・平成 25 年 6 月、御笠まちづくり振興会（御笠ｺﾐｭﾆﾃｨ運営協議会）設立。 

 

                「「「「コミュニティのコミュニティのコミュニティのコミュニティの内容内容内容内容がががが分分分分からないからないからないからない！」！」！」！」 

⑥⑥⑥⑥    区長会との協議（平成区長会との協議（平成区長会との協議（平成区長会との協議（平成 24242424 年年年年度度度度））））    

・各地区区長会に対して３～４回の学習会を実施。 

・各地域において各種団体を交えた学習会を開催することについて、市区長会 

及び各地区区長会（二日市、山口、筑紫）と同意。 


